
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
（
介
護
保
険
の
地
域
支
援
事
業
、
平
成
２
７
年
度
～
）

地
域
の
医
療
機
関
の
分
布
、
医
療
機
能

を
把
握
し
、
リ
ス
ト
・
マ
ッ
プ
化

必
要
に
応
じ
て
、
連
携
に
有
用
な
項
目

（
在
宅
医
療
の
取
組
状
況
、
医
師
の
相

談
対
応
が
可
能
な
日
時
等
）
を
調
査

結
果
を
関
係
者
間
で
共
有

（
ア
）
地
域
の
医
療
・
介
護
の
資
源
の
把
握

（
イ
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
課
題
の
抽
出
と

対
応
策
の
検
討

地
域
の
医
療
・
介
護
関
係
者
等
が
参
画
す
る
会
議
を

開
催
し
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
現
状
を
把
握

し
、
課
題
の
抽
出
、
対
応
策
を
検
討

（
オ
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相
談
支
援

医
療
・
介
護
関
係
者
の
連
携
を
支
援
す
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
配
置
等
に
よ
る
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携

に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置
・
運
営
に
よ
り
、
連
携
の

取
組
を
支
援
。

（
エ
）
医
療
・
介
護
関
係
者
の
情
報
共
有
の
支
援

情
報
共
有
シ
ー
ト
、
地
域
連
携
パ
ス
等
の
活
用

に
よ
り
、
医
療
・
介
護
関
係
者
の
情
報
共
有
を

支
援

在
宅
で
の
看
取
り
、
急
変
時
の
情
報
共
有
に
も

活
用

（
キ
）
地
域
住
民
へ
の
普
及
啓
発

地
域
住
民
を
対
象
に

し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等

の
開
催

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ

シ
、
区
報
、
H
P
等
を

活
用
し
た
、
在
宅
医

療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
普
及
啓
発

在
宅
で
の
看
取
り
に
つ

い
て
の
講
演
会
の
開
催

等

（
カ
）
医
療
・
介
護
関
係
者
の
研
修

地
域
の
医
療
・
介
護
関
係
者
が
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
を

通
じ
、
多
職
種
連
携
の
実
際
を
習
得

介
護
職
を
対
象
と
し
た
医
療
関
連
の
研
修
会
を
開
催

等

（
ウ
）
切
れ
目
の
な
い
在
宅
医
療
と
在
宅
介
護
の
提
供
体
制

の
構
築
推
進

◆
地
域
の
医
療
・
介
護
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
在
宅

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
構
築
を
推
進

（
ク
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
関
係
市
区

町
村
の
連
携

◆
同
一
の
二
次
医
療
圏
内
に
あ
る
市
区
町
村
や
隣

接
す
る
市
区
町
村
等
が
連
携
し
て
、
広
域
連
携

が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討

○
事
業
項
目
と
取
組
例

○
在
宅
医
療
・
介
護
の
連
携
推
進
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
医
政
局
施
策
の
在
宅
医
療
連
携
拠
点
事
業
（
平
成
2
3
・
2
4
年
度
）
、
在
宅
医
療
推
進
事
業
（
平
成

2
5
年
度
～
）
に
よ
り
一
定
の
成
果
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
介
護
保
険
法
の
中
で
制
度
化
。

○
介
護
保
険
法
の
地
域
支
援
事
業
に
位
置
づ
け
、
市
区
町
村
が
主
体
と
な
り
、
郡
市
区
医
師
会
等
と
連
携
し
つ
つ
取
り
組
む
。

○
実
施
可
能
な
市
区
町
村
は
平
成
2
7
年
4
月
か
ら
取
組
を
開
始
し
、
平
成
3
0
年
4
月
に
は
全
て
の
市
区
町
村
で
実
施
。

○
各
市
区
町
村
は
、
原
則
と
し
て
（
ア
）
～
（
ク
）
の
全
て
の
事
業
項
目
を
実
施
。

○
事
業
項
目
の
一
部
を
郡
市
区
医
師
会
等
（
地
域
の
医
療
機
関
や
他
の
団
体
を
含
む
）
に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
。

○
都
道
府
県
・
保
健
所
は
、
市
区
町
村
と
都
道
府
県
医
師
会
等
の
関
係
団
体
、
病
院
等
と
の
協
議
の
支
援
や
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の
研
修
等
に
よ
り
支
援
。
国

は
、
事
業
実
施
関
連
の
資
料
や
事
例
集
の
整
備
等
に
よ
り
支
援
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
実
施
状
況
を
把
握
。
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■ 函館市医療・介護連携推進協議会・部会　協議スケジュール

第５回 第６回 第７回 （仮）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 協議会終了

ア

イ

ウ

エ

ア

イ

ウ 【●他の市町から連携の協議依頼があった場合，適宜対応する。】

注） ・・・協議期間，協議内容を示す。 　　　　　　　・・・具体的な取組の実施を示す（協議会の協議状況により実施時期は柔軟に対応する）。 　●　・・・協議事項　　○　・・・実施事項

●現状・課
題を踏ま
え協議

○情報更新 ○情報更新

●情報共有ツールの
検証

●情報共
有ツール
の協議

●情報更
新の協議

○研修実
施

●研修の
あり方協
議

○ｾﾝﾀｰ開設広報
○シンポジウムの
開催

具
 

体
 

的
 
な
 

施
 

策

地域の医療・介護の
資源の把握

医療・介護関係者の
情報共有の支援

在宅医療・介護連携
に関する相談支援

地域住民への普及
啓発

医療・介護関係者
の研修

連携推進協議会の開催

切れ目のない在宅
医療・介護の提供
体制の構築

2

在宅医療・介護サービス
提供体制の構築

関係市町との連携

平成２９年度

1

在宅医療・介護サービス
の情報共有による相談体
制の構築

随時開催

平成３０年度平成２８年度

●相談支
援業務検
証

○準備室
設置，職
員配置

○マップ
　公表

○マップ化作業

○相談支
援業務開
始

運営委員会の設置

【○市政はこだての活用など通じた市民への普及啓発活動を適時，実施する。】

協

議

事

項

部 会 部 会 部 会 部 会 部 会

部 会 部 会 部 会 部 会 部 会

分科会(急変)
分科会(退院)

分科会(急変)
分科会(退院)

分科会(急変)

分科会(退院) 分科会(退院)

部 会

部 会

分科会(急変)
分科会(退院)

分科会(急変)
分科会(退院)



 

 

函館市医療・介護連携推進協議会の取組の進捗状況 

 

 

１ これまでの取り組みの概略 

 

（１）医療・介護連携に関わる課題整理 

地域の介護事業所に対して，医療・介護連携に関わるアンケート調査を実施し，

今後の協議検討に向けた課題整理を行った。 

 

（２）地域の医療・介護の資源把握 

地域の在宅医療・介護資源を把握し，市のホームページ上でそのリストを公表

した。なお，リスト化した在宅医療・介護資源のマップ化に取り組む予定。 

 

（３）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

市民や地域の医療・介護関係者の相談対応や調整を行う相談支援窓口（医療・

介護連携支援センター）の設置に向けた協議を行った。その運営については，函

館市医師会に担っていただくことで協議会の賛同を得たところであり，平成２９

年度の開設に向け，平成２８年度から準備行為を開始する予定。 

 

（４）医療・介護関係者の情報共有の支援 

医療・介護の関係者間において，速やかに情報共有し，市民の在宅療養生活を

円滑に進めることができるよう，情報共有シート等の書式の標準化に向けた調査

検討に着手した。 

 

（５）医療・介護関係者の研修 

   医療・介護連携に関わる多職種を対象とした研修を実施（平成２８年２月２０

日に開催）した。 

 

（６）部会の設置 

   関係者の意見や実態を踏まえ検討する必要があるものについては，部会を設置

し検討することとし，３部会（連携ルール，情報共有ツール，多職種連携研修）

を設置し，連携ルール作業部会については２分科会（退院支援，急変時対応）を

設置した。 

 



○入院医療機関と在宅医療
に係る機関との協働による
退院支援の実施

①退院支援

○ 在宅療養者の病状の急変時における緊急
往診体制及び入院病床の確保

③急変時の対応

②日常の療養支援

○ 多職種協働による患者や家族の生活を

支える観点からの医療の提供

○ 緩和ケアの提供

○ 家族への支援

○住み慣れた自宅や介護施設
等、患者が望む場所での看
取りの実施

④看取り

急変

○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・地域の関係者による協議の場の開催
・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整
・関係機関の連携体制の構築 等

○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う
・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供
・他医療機関の支援
・医療、介護の現場での多職種連携の支援

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点

・病院、診療所（歯科含む） ・薬局

・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・短期入所サービス提供施設 等

医療計画には、各機能を担う

医療機関等の名称を記載

多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供

～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～

在宅医療の提供体制に求められる医療機能

・在宅療養支援診療所

・在宅療養支援病院 等

・医師会等関係団体

・保健所 ・市町村 等

圏域は、二次医療圏にこだわらず、
市町村単位や保健所圏域など、地域
の資源の状況に応じて弾力的に設定
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